
 

新 潟 県 柏 崎 市 Ｕ ・ Ｉ タ ー ン 促 進 住 宅 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 新 潟 県 内 に Ｕ ・ Ｉ タ ー ン に よ り 就 職 す る 者 で あ

っ て 、 柏 崎 市 内 に 賃 貸 住 宅 を 契 約 し 居 住 す る も の に 対 し て 、 家 賃 を

補 助 す る た め 、予 算 の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 す る こ と に つ い

て 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 ） に

定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  住 民 登 録  住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 ８ １ 号 ） の 規 定

に 基 づ き 柏 崎 市 の 住 民 基 本 台 帳 に 登 録 さ れ て い る こ と を い う 。  

⑵  定 住  柏 崎 市 に 住 民 登 録 を 行 っ た 上 で 、 柏 崎 市 に 生 活 基 盤 を 有

し 、 勤 務 先 の 人 事 異 動 等 に よ り 、 柏 崎 市 外 へ 転 出 す る 見 込 み が な

い こ と を い う 。  

⑶  企 業 等  法 人 又 は 個 人 が 開 業 し た 事 業 所 を い う 。  

⑷  Ｕ タ ー ン 者  柏 崎 市 の 出 身 者 で あ っ て 、 新 潟 県 外 か ら 柏 崎 市 に

住 民 登 録 を し た も の を い う 。  

⑸  Ｉ タ ー ン 者  柏 崎 市 以 外 の 出 身 者 で あ っ て 、 新 潟 県 外 か ら 柏 崎

市 に 住 民 登 録 を し た も の を い う 。  

⑹  民 間 賃 貸 住 宅  建 物 の 所 有 者 等 と の 間 で 賃 貸 契 約 を 締 結 し 、 自

己 の 居 住 の 用 に 供 す る 住 宅 で あ っ て 、 公 的 賃 貸 住 宅 、 社 宅 、 事 業

所 の 寮 、 親 族 所 有 の 住 宅 等 を 除 く も の を い う 。  

⑺  家 賃  民 間 賃 貸 住 宅 の 賃 貸 住 宅 契 約 に 定 め ら れ た 賃 借 料 （ 管 理

費 、 共 益 費 、 駐 車 場 料 金 等 を 除 く 。） の 月 額 を い う 。  

⑻  親 族  ２ 親 等 以 内 の 親 族 を い う 。  

⑼  公 務 員  国 家 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ２ ０ 号 ） 第 ２ 条 に

規 定 す る 国 家 公 務 員 及 び 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １

号 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 地 方 公 務 員 を い う 。  

⑽  市 税 等  市 の 債 権 を い う 。  

⑾  二 大 学  柏 崎 市 内 に あ る 新 潟 産 業 大 学 及 び 新 潟 工 科 大 学 を い う 。 

 （ 補 助 対 象 者 ）  



 

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 者 は 、 親 族 以 外 が 経 営 す る 民 間 賃 貸 住 宅 に

家 賃 を 支 払 う 者 で 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

⑴  Ｕ タ ー ン 者 又 は Ｉ タ ー ン 者 で あ っ て 、 柏 崎 市 内 の 民 間 賃 貸 住 宅

に 居 住 し 、 柏 崎 市 に 住 民 登 録 を し た も の で 、 住 民 登 録 を し た 時 点

の 年 齢 が ４ ０ 歳 未 満 の も の  

⑵  初 回 申 請 を し た 日 か ら ３ 年 以 上 定 住 の 意 思 を も っ て 柏 崎 市 内 に

居 住 す る 者  

⑶  転 勤 に よ る 配 属 で な く 、 柏 崎 市 内 の 企 業 等 に 就 職 し 、 １ 年 以 上

の 雇 用 期 間 が 見 込 ま れ る 者 又 は 個 人 事 業 主 で 柏 崎 市 に 定 住 す る 者  

⑷  納 付 す べ き 納 期 限 の 到 来 し た 市 税 等 を 完 納 し て い る 者  

⑸  公 務 員 で な い 者  

⑹  他 の 公 的 制 度 に よ る 家 賃 助 成 を 受 け て い な い 者  

⑺  生 計 を 一 に す る 世 帯 全 員 が 、 過 去 に こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 の 交

付 を 受 け て い な い 者  

⑻  生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 ） に よ る 保 護 を 受 け て

い な い 者  

⑼  生 計 を 一 に す る 世 帯 全 員 が 暴 力 団 員 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行

為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 号

に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 ） で な い 者  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、

補 助 金 の 交 付 対 象 と し な い 。  

⑴ 企 業 等 の 人 事 異 動 等 に よ り 市 内 に 定 住 し な い こ と が 明 ら か で あ る

と 市 長 が 認 め る 者  

⑵ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 転 入 し た 者  

（ 補 助 金 の 額 及 び 交 付 期 間 ）  

第 ４ 条  世 帯 １ か 月 当 た り の 補 助 金 の 額 は 、 家 賃 か ら 住 宅 手 当 等 を 控

除 し た 額 の ３ 分 の １ の 額 と し 、 上 限 は ２ 万 円 と す る 。 た だ し 、 算 出

し た １ か 月 当 た り の 補 助 金 の 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た

場 合 は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を 補 助 金 の 額 と す る 。  

２  補 助 対 象 者 の 世 帯 に 中 学 生 以 下 の 者 が １ 人 以 上 い る 場 合 （ 以 下 こ

の 項 に お い て「 加 算 要 件 」と い う 。）は 、前 項 の 額 に ５ ，０ ０ ０ 円 を

加 算 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 月 の 途 中 に 加 算 要 件 を 満 た す こ と に



 

な っ た と き は 、 そ の 翌 月 分 の 補 助 金 か ら 加 算 す る 。  

３  前 ２ 項 に 規 定 す る 補 助 金 の 交 付 期 間 は 、 最 初 の 交 付 決 定 の あ っ た

月 以 降 の 最 初 に 家 賃 満 額 を 支 払 っ た 月 か ら ２ 年 間 （ ２ ４ か 月 ） を 限

度 と す る 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。）

は 、 柏 崎 市 Ｕ ・ Ｉ タ ー ン 促 進 住 宅 支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 別 記

第 １ 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 住 民 登 録 を し た 日 又 は 二

大 学 を 卒 業 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら １ 年 以 内 に 市 長 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

⑴  雇 用 証 明 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）  

⑵  雇 用 契 約 書 、 労 働 条 件 通 知 書 等 の 労 働 条 件 が 分 か る も の の 写 し

（ 企 業 等 に 就 職 し て い る 場 合 の み ）  

⑶  賃 貸 住 宅 契 約 書 の 写 し 及 び 賃 貸 住 宅 契 約 に 係 る 費 用 が 分 か る も

の の 写 し  

⑷  税 務 署 に 提 出 し た 開 業 ・ 廃 業 等 届 出 書 の 写 し （ 個 人 事 業 主 の 場

合 の み ）  

⑸  卒 業 証 明 書 （ 二 大 学 の 卒 業 者 の み ）  

⑹  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  前 項 の 規 定 は 、 ２ 年 度 目 以 後 の 申 請 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 前 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 住 民 登 録 を し た 日 又 は 二 大

学 を 卒 業 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら １ 年 以 内 」 を 「 補 助 金 を 受 け

る 年 度 の ４ 月 ３ ０ 日 ま で 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を

審 査 し 、 交 付 の 可 否 を 決 定 し 、 柏 崎 市 Ｕ ・ Ｉ タ ー ン 促 進 住 宅 支 援 事

業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） 又 は 柏 崎 市 Ｕ ・ Ｉ タ ー

ン 促 進 住 宅 支 援 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に

よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 申 請 内 容 の 変 更 ）  

第 ７ 条  前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交

付 決 定 者 」と い う 。）は 、申 請 者 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た と き は 、柏 崎



 

市 Ｕ ・ Ｉ タ ー ン 促 進 住 宅 支 援 事 業 補 助 金 変 更 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 ５

号 様 式 ） に 関 係 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 に よ り 補 助 金 の 額 又 は 補 助 金 の 交 付

期 間 を 変 更 す る こ と を 決 定 し た と き は 、 柏 崎 市 Ｕ ・ Ｉ タ ー ン 促 進 住

宅 支 援 事 業 補 助 金 変 更 交 付 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ） に よ り 当

該 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 期 間 を 短 縮 す る 場 合 に お い て 、 転

居 等 に よ り 家 賃 の 満 額 を 支 払 わ な い 月 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨

て る も の と す る 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 請 求 書 ）  

第 ８ 条  交 付 決 定 者 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 期 間 の う ち 当 該 年 度 の ４ 月

分 か ら ９ 月 分 ま で を 前 期 分 と し 、 １ ０ 月 分 か ら ３ 月 分 ま で を 後 期 分

と し て 、 前 期 分 は ９ 月 末 日 ま で に 、 後 期 分 は ３ 月 末 日 ま で に 柏 崎 市

Ｕ ・ Ｉ タ ー ン 促 進 住 宅 支 援 事 業 補 助 金 実 績 報 告 書 兼 請 求 書 （ 別 記 第

７ 号 様 式 ） に 家 賃 納 入 証 明 書 （ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） を 添 え て 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査

し 、 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し た と き は 、 柏 崎 市 U・ I タ ー ン

促 進 住 宅 支 援 事 業 補 助 金 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 ９ 号 様 式 ） に よ り 通 知

す る と と も に 、 請 求 が あ っ た 月 の 翌 月 の 末 日 ま で に 交 付 決 定 者 の 指

定 す る 金 融 機 関 の 口 座 に 振 り 込 む 方 法 に よ り 交 付 す る も の と す る 。  

 （ 補 助 金 の 返 還 等 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め

る と き は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き

る 。  

⑴  交 付 決 定 者 が 市 外 へ 転 出 し た と き 。  

⑵  補 助 金 の 申 請 に 関 し 、 偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 が あ っ た と 認 め た

と き 。  

⑶  第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 該 当 す る と 認 め た と き 。  

⑷  市 税 を 滞 納 し て い る と き 。  

⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た と き 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を



 

取 り 消 し た 場 合 に お い て 、 既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 補

助 金 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 者 に 損 害 が 生 じ る こ と が あ

っ て も そ の 賠 償 の 責 め を 負 わ な い 。  

（ 補 助 金 の 重 複 交 付 の 禁 止 ）  

第 １ ０ 条  補 助 金 の 交 付 を 現 に 受 け て い る 者 又 は 既 に 受 け た 者 は 、 新

た に 補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き な い 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 補 助 金 の 交 付 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ

し 、 補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 １ １ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、

新 潟 県 柏 崎 市 Ｕ ・ Ｉ タ ー ン 促 進 住 宅 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 は 、 そ

の 効 力 を 有 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

３  改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 Ｕ  ・Ｉ タ ー ン 促 進 住 宅 支 援 事 業 補 助 金 交 付

要 綱 の 規 定 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 申 請 し た 者 に つ い て 適 用

し 、同 日 前 に 交 付 決 定 を 受 け た 者 に つ い て は 、な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 様 式 で 使 用 に 差 し 支 え の な い も の は 、 当 分 の 間 そ の ま ま

こ れ を 使 用 し 、 又 は 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  



 

２  改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 Ｕ  ・Ｉ タ ー ン 促 進 住 宅 支 援 事 業 補 助 金 交 付

要 綱 の 規 定 は 、 こ の 要 綱 の 施 行 の 日 以 後 に 申 請 し た 者 に つ い て 適 用

し 、同 日 前 に 交 付 決 定 を 受 け た 者 に つ い て は 、な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 既 に 改 正 前 の 新 潟 県 柏 崎 市 U・ I タ ー ン 促 進

住 宅 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定 に よ っ て な さ れ た 手 続 又 は 提

出 さ れ た 書 類 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 U・ I タ ー ン 促 進

住 宅 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定 に よ っ て な さ れ た 手 続 又 は 提

出 さ れ た 書 類 と み な す 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 様 式 に よ る 用 紙 で 現 に 残

存 す る も の は 、 当 面 の 間 、 そ の ま ま 使 用 し 、 又 は 所 要 の 修 正 を 加 え

て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 様 式 に よ る 用 紙 で 現 に 残

存 す る も の は 、 当 面 の 間 、 そ の ま ま 使 用 し 、 又 は 所 要 の 修 正 を 加 え

て 使 用 す る こ と が で き る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 


